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第 13 回 相原駅東口まちづくり検討会 資料 2018 年 1 月 16 日（火） 

１．街の将来イメージ                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージ図であり、完成とは異なります。
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３．地区計画（市の提案）                                                                     

 

町田都市計画地区計画の決定（町田市決定） （案） 

 

都市計画相原駅東口地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 相原駅東口地区地区計画 

位   置 町田市相原○○○ 

面   積 約６．１ha 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ横浜線相原駅東口に位置しており、町田市都市計画マスタープランにおい
て、市民の暮らしを支える生活中心地として「魅力ある商業地の育成を図る｣ことが示されて
いる。 
あわせて、地区の南を通る町田街道の整備に伴い、町田街道から駅前に至るアクセス道路

と、地区内にサービスする道路など良好なネットワーク形成のための道路整備が進められる
こととなる。 
これらの基盤施設の整備にあわせて有効な土地利用を進め、商業施設や業務施設及び住宅

など日常生活を支える機能の集積を図る。あわせて、賑わいと交流を創出し、活気あるまち
づくりを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の 

方針 

本地区を６地区に区分し、それぞれの土地利用方針を次のように定める。 

１. Ａ地区 

駅前広場、アクセス道路に面する立地特性を活かし市民の暮らしを支える生活中心地にふ
さわしい魅力と賑わいの創出に資する商業・サービス施設等による商業地を形成する。 

２. Ｂ地区 

町田街道及びアクセス道路の整備効果を活かし、中小規模の店舗や事務所等Ａ地区の生活
中心地を補完する機能の立地を誘導すると共に、中層住宅等による良好な市街地を形成する。 

３．Ｃ地区 

アクセス道路に面する立地を活かし、中層住宅を主体としつつ、中小規模の店舗や事務所
等の融合した土地利用を誘導する。 

４．Ｄ地区 

低層住宅地としての現状の住環境の維持を図る。 

５. Ｅ地区 

町田街道の整備効果を活かし、中小規模の店舗や事務所等と中層住宅等による良好な市街
地を形成する。 

６．Ｆ地区 

中層住宅を主体としつつ、中小規模の店舗や事務所等の融合した土地利用を誘導する。 

地区施設の 

整備の方針 

町田街道と地区内を結ぶ、歩行者にも安全で円滑な道路ネットワークを形成する 

Ｅ、Ｆ地区においては、境川河川改修や町田街道整備にあわせたまちづくりの進捗を踏ま

え、相模原市側との円滑な道路ネットワークの構築を図るとともに、公共公益施設を中心と

した憩いとコミュニティ活動の場を創出する。 

建築物等の 

整備方針 

活力ある市街地と良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地

面積の最低限度及び建築物の高さの最高限度を定める。 

 

 




